
議員提出議案第３号 

 

 

川崎市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償額並びにその支給条例

の一部を改正する条例の制定について 

 

 

上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び川崎市議会会議規則第

１３条の規定により提出いたします。 
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川崎市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償額並びにその支給条例

の一部を改正する条例 

第１条 川崎市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償額並びにその支給条

例（平成２０年川崎市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第２項中「１００分の１７２．５」を「１００分の１７７．５」に改

める。 

第２条 川崎市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償額並びにその支給条

例の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「１００分の１７７．５」を「１００分の１７５」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年１２月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、令

和８年４月１日から施行する。 



   提 案 理 由 

 

 国及び他の地方公共団体の特別職の職員並びに本市の一般職等の職員の給与の

改定措置等を考慮し、議会議員の期末手当の額を改定するため、この条例を制定

するものである。 


